「綾ふれあい館」チャレンジショップ利用規程


（目的）

第１条　この規程は「綾ふれあい館」のチャレンジショップ（以下、「チャレンジショップ」という。)の利用に際して必要な事項を定める。

（設置）

第２条　チャレンジショップを次の通り設置する。

（１）貸店舗１（４２㎡：１３坪）

（２）貸店舗２（３７㎡：１２坪）

（３）貸店舗２は予約が入っていない場合は、常設展示場として綾町の商工業の紹介及び販売を行う。

（審査会）

第３条　チャレンジショップの運営に関し、必要な事項はこの規程に定めるものほか、チャレンジショップ審査会（以下、「審査会」という。）が定める。

２　審査会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

（利用者の資格）

第４条　チャレンジショップを利用できるのは、次の各号のいずれかに該当し審査会が許可をした者（以下「利用者」という。)とする。

（１）綾町内で新規に開業を希望するもので、契約終了後も町内で事業を継続する意思のあるもの

（２）市場調査又は展示会開催を希望するもの

（利用期間）
第５条　この施設の利用期間の単位は次のとおりとする。ただし、審査会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
（１）店舗利用　　　　　　　３ケ月

（２）市場調査又は展示会　　１週間又は１ヶ月

２　利用単位を超えて出店する場合は、あらかじめ審査会の承認を得るものとする。この場合、利用期間の上限は１年とする。

（利用者の守るべき事項）
第６条　利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ審査会の承認を受けたときは、この限りでない。

（１）施設を使用する権利を他に譲渡しないこと。

（２）施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

（３）施設の使用目的以外に使用しないこと。

（４）営業時間を順守すること。

（５）その他審査会が指示した事項

（原状回復）
第７条　利用者は、利用期間が終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。
（損害の賠償）
第８条　故意又は過失によって、利用者が「綾ふれあい館」の設備、備品等を滅失又は破損した場合は、利用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、審査会がやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

（利用の制限）

第９条　利用者が第６条の規定に反する行為があった場合は、その利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

（休業日）

第１０条　休業日は年末年始及び利用者が決定した休業日とする。

（営業時間）

第１１条　営業時間は以下で定める時間帯から利用者が決定する。

（１）営業開始は午前９時から午前１１時の間

（２）営業終了は午後４時から午後８時の間

（出店料等の支払い）

第１２条　利用者は出店に際し出店料を支払うものとする。

（１）出店料は出店前月末までに出店期間分を前納すること。

（２）出店料が前納できない場合、利用目的が店舗利用で保証人を用意した場合のみ後納を認める。

（３）第５条第２項の規定により、継続して利用する出店者は、継続利用開始３０日前までに継続利用分の出店料を支払うこと。

（４）振込の場合の手数料は出店者負担とする。

２　出店期間中に係る利用料金及び納付方法は次のとおりとする。

（１）電気料については、毎月末若しくは退店時に子メータの検針を行い支払うものとする。
（２）複合印刷機使用料については、利用の都度支払うものとする。

（３）その他の経費については、審査会で決定するものとする。

３　第９条の規定により利用の許可を取り消し、又は中止させられた場合は、払い込まれた出店料等は返還しない。

（保証人）

第１３条　第１２条第２号の規定により、保証人を用意した場合は、保証人１人の誓約書を提出させるものとする。この場合、誓約書に収入証明又は印鑑証明を添付しなければならない。

（出店料及び利用料金の額）

第１４条　チャレンジショップを利用する際の出店料及び利用料金の額は別に定める。
（退店）

第１５条　店舗利用する利用者が、利用期間の満了前に退店する場合は、退店日の３０日前までに申し出ること。この場合、払込済の出店料は返還しない。

２　利用期間が１月以内の利用者が利用期間満了前に退店する場合は、速やかに申し出ること。この場合、払込済の出店料は返還しない。
（出店・販売禁止項目）

第１６条　食品衛生法等に反する商品（生もの、アルコール類等）、薬品、生き物、風俗関係、古着、リサイクル品（ビンテージもの等は除く）、政治・宗教関係、公序良俗に反するもの、その他法律に反するものは出店できないものとする。また審査会で不適格とされたものも出店不可とする。

（キャンセル）

第１７条　利用前３０日以降のキャンセルについては、払込済の出店料は返還しない。

（商品の盗難や破損について）

第１８条　利用者の所有物の盗難や破損について「綾ふれあい館」は責任を負わない。ただし、「綾ふれあい館」の責任によって事故があった場合は、相当分の補償を行うものとする。
（委任）

第１９条　この規程の施行に関し、必要な事項は、審査会が別に定める。
附　則

この規程は、平成２３年９月１日から施行する。

【別途制定事項】

別表１　出店料（第１２条第１項関係）
	
	
	１か月
	１　週
	１　日

	１
	貸店舗１（４２㎡：１３坪）
	１０，０００円
	２，５００円
	３５０円

	２
	貸店舗２（３７㎡：１２坪）
	１０，０００円
	２，５００円
	３５０円


別表２　利用料金(第１２条第２項関係)
	項　目
	計　　算　　方　　法

	電　気　料
	①　月初と月末に電灯使用量と空調使用量を検針して使用量を算出する。

②　月中から店舗利用を開始する場合は、店舗の利用を開始した日に検針を行い使用開始の電気量を決定する。

③　月中で店舗利用が終了する場合は、店舗の利用を終了した日で検針を行い、使用終了の電気量を決定する。

④　使用量に１kwh当たりの単価２０円を掛けた金額を請求する。

	複合機使用料
	使用の都度、支払うものとする。

モノクロプリント／モノクロコピー・・・１０円／枚

カラープリント／カラーコピー・・・・・５０円／枚
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